
○宇和島市新規漁業就業者育成強化事業補助金交付要綱

令和３年６月28日

要綱第171号

（趣旨）

第１条 この要綱は、宇和島市新規漁業就業者育成強化事業実施要領（令和３年告示

第66号。以下「要領」という。）に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の

範囲内において宇和島市新規漁業就業者育成強化事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することについて、宇和島市補助金等交付規則（平成17年規則第47

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。

（補助対象経費等）

第２条 補助対象となる事業種目、事業実施主体、補助対象経費、補助率及び補助限

度額は、別表に掲げるとおりとする。

（補助金の交付申請）

第３条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、宇和島市新規漁業

就業者育成強化事業補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、別に定

める期日までに市長に提出しなければならない。

２ 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控

除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地

方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時

において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについ

ては、この限りでない。

（補助金の交付決定）

第４条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに事業実施主体に通

知を行うものとする。

（事業の着手）

第５条 事業の着手は、補助金の交付決定通知を受けて行うものとする。ただし、事

業実施主体は、要領第７条の規定により計画の承認を受けた後、当該年度内におい

てやむを得ない事情により指令前に着手する必要があるときは、宇和島市新規漁業



就業者育成強化事業指令前着手届（様式第２号）を市長に提出し、その承認を受け

なければならない。

（補助事業の変更承認申請）

第６条 第４条の規定により、補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）につい

て、次に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ宇和島市新規漁業就

業者育成強化事業変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受け

なければならない。

（１） 補助金の額の増減

（２） 新規就業者等の変更

（３） 事業種目の新設又は変更

（補助事業の中止及び廃止）

第７条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじ

め宇和島市新規漁業就業者育成強化事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を

市長に提出し、その承認を受けなければならない。

（状況報告）

第８条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日までの事業遂行状

況を、翌月の10日までに宇和島市新規漁業就業者育成強化事業遂行状況報告書（様

式第５号）により市長に報告しなければならない。

（実績報告）

第９条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、宇和島市新規漁業就業者育成強

化事業実績報告書（様式第６号）に関係書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。

２ 第３条第２項ただし書に該当する交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告

書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らか

になった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

３ 第３条第２項ただし書に該当する交付申請をした補助事業者は、第１項の実績報

告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る

仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減

額したときには、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を宇和島市新規漁業就

業者育成強化事業補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書（様式第７号）

により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しな

ければならない。



（補助金の額の確定）

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応

じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者

に通知するものとする。

（補助金の請求）

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、宇和島市新

規漁業就業者育成強化事業補助金精算払請求書（様式第８号）を、別に定める期日

までに市長に提出しなければならない。

（補助金の交付）

第12条 市長は、前条の精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとす

る。

（補助金の概算払）

第13条 市長は、前２条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたとき

は、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、宇和島

市新規漁業就業者育成強化事業補助金概算払請求書（様式第９号）に関係書類を添

えて、市長に提出しなければならない。

（補助金の返還等）

第14条 市長は、補助事業者又は新規漁業就業者が、要領に定める要件を満たさなく

なったときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しく

は一部の返還を命ずることができる。

（財産の管理）

第15条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）のうち、規則第14条第２号に規定する市長が指定するものは、取得価格又は

効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具とする。

２ 規則第14条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数に相当する期間とす

る。

３ 補助事業者及び新規漁業就業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限

された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなけれ

ばならない。

４ 前項の規定により市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があ

ったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。



（関係書類の保管）

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助

事業終了の年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。

２ 補助事業者は、前条第１項で規定する機械及び重要な器具については、耐用年数

に相当する期間中において、市長の求めに応じて利用状況が確認できるよう必要な

書類を整備しなければならない。

（就業状況の報告）

第17条 補助事業者は、毎年度５月末日までに宇和島市新規漁業就業者育成強化事業

就業状況報告書（様式第10号）を市長に提出しなければならない。

２ 前項の報告書の提出は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して３年間行うも

のとする。

（その他）

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和３年６月28日から施行する。

（失効）

２ この要綱は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。

（経過措置）

３ 令和８年３月31日以前に第４条の規定により補助金の交付決定を受けた事業に係

る第９条から第12条まで及び第14条から第17条までの規定の適用については、前項

の規定にかかわらず、同日後においてもなおその効力を有する。

附 則（令和５年９月21日要綱第97号）

この要綱は、令和５年９月21日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正前の宇和島市新規漁業就業者育成強化事業補助金交付要綱の

規定により補助金の交付決定を受けた事業については、なお従前の例による。



３ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式（以下「旧様式」とい

う。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。

４ この要綱の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。

別表（第２条関係）

備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

事業種目 事業実施主体 補助対象経費 補助率 補助限度額

新 規 就 業 者

育成事業

愛 媛 県 漁 業 協

同 組 合 に お け

る市内の支所

要 領 の規 定 に よ り

事 業 実施 主 体 が 行

う 事 業に 要 す る 経

費

３分の２以内 新規就業者１人当

たり140万円

漁 家 子 弟 支

援事業

愛 媛 県 漁 業 協

同 組 合 に お け

る市内の支所

要 領 の規 定 に よ り

事 業 実施 主 体 が 行

う 事 業に 要 す る 経

費

３分の２以内 受入漁家１件当た

り140万円



様式第１号（第３条関係）

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業補助金交付申請書

年 月 日

宇和島市長 様

事業実施主体 所在地

名 称

代表者職氏名

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業を下記のとおり実施したいので、宇和

島市新規漁業就業者育成強化事業補助金交付要綱第３条の規定により、補助金

円を交付されるよう関係書類を添えて申請します。

記

別紙のとおり

（注） 添付書類として、以下のものを添付すること。

（１） 別紙１（新規就業者又は子弟等１名ごとに作成すること。）

（２） 別紙２（漁家子弟支援事業のみ。子弟等１名ごとに作成すること。）



（別紙１）

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業実施計画（実績報告）書

１ 目的（成果）

※ 漁家子弟支援事業にあっては、交付申請時には宇和島市新規漁業就業

者育成強化事業実施要領の別表から選定した事業項目の内容と目標、実

績報告時には事業取組後の講評を記載すること。

２ 事業の内容

（１） 新規就業者又は子弟等の氏名

※ 漁家子弟支援事業の場合は、受入漁家の代表者の氏名を併記すること。

（２） 使用・購入量

３ 経費の配分

品名 規格（大きさ） 数量 （販売者名）

予定（導入）価格 消費税額 合計 備考

円 円 円

補助対象経費

（Ａ＋Ｂ）

負担区分

備考市補助金

（Ａ）

その他

（Ｂ）

円 円 円



４ 収支予算（精算）

（１） 収入の部

（２） 支出の部

５ 補助金算定表

６ 事業完了予定（事業完了）年月日

年 月 日

７ 添付書類

（１） 事業を実施したときは、実績報告において、売買契約書等

（２） その他市長が必要と認める書類

区分
本年度予算額

（本年度精算額）

市補助金

その他

円

円

合計 円

区分
本年度予算額

（本年度精算額）

円

合計 円

補助対象経費 補助率 補助限度額 補助金額

円 円 円



(別紙２)

誓 約 書

宇和島市長 様

私、 は、宇和島市新規漁業就業者育成強化事業の実

施に当たり、下記のとおり誓約します。

記

１ 本事業に係る要綱、要領その他規程を順守し、漁業就業に必要な技術等の

習得に励みます。

２ 次の事項に該当する場合は、補助金の全額を返還の対象となることについ

て異議はありません。

（１）事業終了後、３年以内に漁業を辞めた場合

（２）名義貸しや申請書、日誌等への虚偽記載等の対象経費の受理を目的と

した悪質な行為が認められた場合

（３）その他悪質とみなされる行為があった場合

令和 年 月 日

住 所

氏 名（自署）



様式第２号（第５条関係）

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業指令前着手届

年 月 日

宇和島市長 様

事業実施主体 所在地

名 称

代表者職氏名

年度宇和島市新規漁業就業者育成強化事業実施計画による下記の事業に

ついて、別記条件を了承のうえ指令前に着手したいので、宇和島市新規漁業就業者

育成強化事業補助金交付要綱第５条の規定により、指令前着手届を提出します。

記

１ 事業の内容

２ 指令前着手の理由

別記条件

（１） 補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実

施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担する

ものとする。

（２） 補助金交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達

しない場合においても、異議がないこと。

（３） 当該事業については、着手から補助金交付指令を受ける期間内において

は、計画変更は行わないこと。

事業種目 事業費 着手予定年月日 完了予定年月日

円



様式第３号（第６条関係）

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業変更承認申請書

年 月 日

宇和島市長 様

事業実施主体 所在地

名 称

代表者職氏名

年 月 日付け 第 号で補助金交付決定の通知があっ

た宇和島市新規漁業就業者育成強化事業を下記のとおり変更したいので、宇和

島市新規漁業就業者育成強化事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書

類を添えて申請します。

記

１ 変更の内容

２ 変更の理由

（注） 添付資料については、交付申請書（様式第１号）の提出の際に添付し

た書類を変更して提出すること。



様式第４号（第７条関係）

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業中止（廃止）承認申請書

年 月 日

宇和島市長 様

事業実施主体 所在地

名 称

代表者職氏名

年 月 日付け 第 号で補助金交付決定の通知があっ

た宇和島市新規漁業就業者育成強化事業を下記のとおり中止（廃止）したいの

で、宇和島市新規漁業就業者育成強化事業補助金交付要綱第７条の規定により、

その承認を申請します。

記

１ 事業の中止（廃止）の理由

２ 中止の期間（廃止の時期）



様式第５号（第８条関係）

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業遂行状況報告書

年 月 日

宇和島市長 様

事業実施主体 所在地

名 称

代表者職氏名

年 月 日付け 第 号で補助金交付決定の通知があっ

た宇和島市新規漁業就業者育成強化事業の遂行状況について、宇和島市新規漁

業就業者育成強化事業補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり報告

します。

記

１ 事業の遂行状況

２ 添付書類

12月までの就業日誌（別紙３） ※漁家子弟支援事業のみ

総事業

費

事業の遂行状況

備 考

１２月３１日までに

完了したもの

１月１日以降に

実施するもの

事業費
出来高比

率
事業費

事業完了

予定年月

日

円 円 ％ 円



様式第６号（第９条関係）

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業実績報告書

年 月 日

宇和島市長 様

事業実施主体 所在地

名 称

代表者職氏名

年 月 日付け 第 号で補助金交付決定の通知があっ

た宇和島市新規漁業就業者育成強化事業の実績について、宇和島市新規漁業就

業者育成強化事業補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり関係書類

を添えて報告します。

記

（添付書類）

（１） 別紙１（新規就業者又は子弟等１名ごとに作成すること。）

（２） 別紙３（漁家子弟支援事業のみ。子弟等１名ごとに作成すること。）

（３） 事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料又は帳簿

の写し

補助事業の実績額 円



(別紙３)

就業日誌

子弟等の氏名

令和 年 月 合計日数： 日

作業項目リスト

（注） 作業内容については、簡潔に記載の上、適宜追加すること。

日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

就業時間
： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

作業項目

日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日

就業時間
： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

作業項目

日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日

就業時間
： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

作業項目

日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

就業時間
： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

作業項目

日 29日 30日 31日

就業時間
： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

： ～

：

作業項目

番号 作業内容



様式第７号（第９条関係）

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業補助金に係る

仕入れに係る消費税等相当額報告書

年 月 日

宇和島市長 様

事業実施主体 所在地

名 称

代表者職氏名

年 月 日付け 第 号で補助金交付決定の通知があった宇

和島市新規漁業就業者育成強化事業補助金について、宇和島市新規漁業就業者育成

強化事業補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１ 補助金交付要綱第１０条の補助金の額の確定額

（ 年 月 日付け 第 号による額の確定額）

円

２ 補助金の額の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額

円

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額

円

４ 補助金返還相当額（３－２）

円

（注） 内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。



様式第８号（第１１条関係）

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業補助金精算払請求書

年 月 日

宇和島市長 様

事業実施主体 所在地

名 称

代表者職氏名

年 月 日付け 第 号で補助金交付決定の通知があっ

た宇和島市新規漁業就業者育成強化事業補助金について、宇和島市新規漁業就

業者育成強化事業補助金交付要綱第１１条の規定により、下記のとおり請求し

ます。

記

円

内訳

交付決定通知額 円

概算払受領済額 円

今 回 請 求 額 円



様式第９号（第１３条関係）

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業補助金概算払請求書

年 月 日

宇和島市長 様

事業実施主体 所在地

名 称

代表者職氏名

年 月 日付け 第 号で補助金交付決定の通知があっ

た宇和島市新規漁業就業者育成強化事業補助金について、宇和島市新規漁業就

業者育成強化事業補助金交付要綱第１３条の規定により、下記のとおり請求し

ます。

記

円

内訳

交付決定通知額 円

概算払受領済額 円

今 回 請 求 額 円

残 額 円



様式第１０号（第１７条関係）

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業就業状況報告書

年 月 日

宇和島市長 様

事業実施主体 所在地

名 称

代表者職氏名

年 月 日付け 第 号で補助金交付決定の通知があっ

た宇和島市新規漁業就業者育成強化事業の就業状況について、宇和島市新規漁

業就業者育成強化事業補助金交付要綱第１７条の規定により、下記のとおり報

告します。

記

１ 就業状況

（注） 報告の前年度末時点の状況を記載すること。

事業年度 新規漁業就業者名 就業状況 備考


